
庁議における審議要旨 

日時 

令和７年１２月１２日 午前１０時００分～午前１０時４５分 

場所 

庁議室 

出席者 

区長、副区長、副区長、教育長、総務企画部長、管理部長、区民生活部長、地域文化スポ

ーツ部長、産業経済部長、環境清掃部長、福祉部長、健康部長、健康推進担当部長、子ど

も家庭部長、防災都市づくり部長、土木担当部長、会計管理部長、教育部長、総務企画課

長、企画担当課長、財政課長、広報課長 

付議案件 

１ シティプロモーションの進捗状況について 

２ 基本構想策定における区民参画の実施結果について(報告) 

３ 「東京における都市計画道路の整備方針（第五次事業化計画）」（案）及び区内の都

市計画道路事業の進捗状況について 

４ 震災時の被災動物の避難に係る体制整備について 

５ （仮称）諏訪台ふれあい館の整備について 

審議の要旨 

１ シティプロモーションの進捗状況について 

シティプロモーション担当課長から資料に基づき説明があり、了承。 

 （主な意見・質疑） 

  〇荒川区ＳＮＳシティプロモーター認定制度について、認定された方にどのような

役割を担っていただくのか等、丁寧に説明していく必要がある。 

  〇現在、ＳＮＳで様々な情報発信をしているが、各所管において内容に責任を持っ

て、適切な情報を発信していく必要がある。 

 

２ 基本構想策定における区民参画の実施結果について(報告) 

企画担当課長から資料に基づき説明があり、了承。 

 （主な意見・質疑） 

  〇様々な場や機会をとらえて様々な対象にアンケート調査やヒアリングを実施して

いるが、この結果をどう受け止めて基本構想に反映させていくかについて十分整

理する必要がある。 

 

３ 「東京における都市計画道路の整備方針（第五次事業化計画）」（案）及び区内の都

市計画道路事業の進捗状況について 

都市計画課長から資料に基づき説明があり、了承。 

 

４ 震災時の被災動物の避難に係る体制整備について 

生活衛生課長から資料に基づき説明があり、了承。 

 



５ （仮称）諏訪台ふれあい館の整備について 

区民施設課長から資料に基づき説明があり、了承。 

配付資料 

１ シティプロモーションの進捗状況について 

２ 基本構想策定における区民参画の実施結果について(報告) 

３ 「東京における都市計画道路の整備方針（第五次事業化計画）」（案）及び区内の都

市計画道路事業の進捗状況について 

４ 震災時の被災動物の避難に係る体制整備について 

５ （仮称）諏訪台ふれあい館の整備について 

 



（説明者　シティプロモーション担当課長）

（説明者　企画担当課長）

（説明者　都市計画課長）

（説明者　生活衛生課長）

（説明者　区民施設課長）

○ 今後の庁議日程

１２月２５日（木）　午後　　１時３０分～

　１月　８日（木）　午後　　４時００分～

3

震災時の被災動物の避難に係る体制整備について4

（仮称）諏訪台ふれあい館の整備について5

基本構想策定における区民参画の実施結果について(報告)

庁議付議予定案件
（令和７年１２月１２日　午前　１０時００分～）

1 シティプロモーションの進捗状況について

2

「東京における都市計画道路の整備方針（第五次事業化計画）」（案）及び
区内の都市計画道路事業の進捗状況について





[庁議説明資料・令和７年１２月１２日] 
 

件 名 シティプロモーションの進捗状況について 

ポイント シティプロモーションの取組状況と、今後の予定について報告する。 

内 容 

１ シティプロモーションの目的 

  荒川区には、多様な魅力が数多くあるが、区の個性や存在感が区内外で十

分に認識されていない状況がある。区の魅力を見つけ育て、区内外に広く届

けることは、多くの人々が区に対して共感し、区と多様に関わる関係人口を

創出すると共に、区民の区への愛着と誇りを醸成する。その成果として得ら

れる「区民が安心して暮らし続けられるまちづくり」を目的として、シティ

プロモーションの取組を推進する。 

 

２ シティプロモーション推進の方向性 

（１）インナープロモーション（区内向けシティプロモーション）  

多様な広報媒体を活用して区政情報や区の魅力を届けることで、区への満

足度や愛着度を向上し、シビックプライドを醸成する。 

 

（２）アウタープロモーション（区外向けシティプロモーション） 

観光資源や区の魅力を広く発信し、地域経済や地域産業を活性化させるた

めの来街者や区と多様に関わる関係人口を創出する。 

 

（３）インターナルプロモーション（職員向けシティプロモーション） 

区職員が区の魅力に対して理解を深め、区で働くことに誇りを持つこと

で、より良い施策の実施と区民サービスの向上につなげる。 

 

３ 取組状況 

（１）区長定例記者会見インナー アウター インターナル 

   毎月 1回、区長の定例記者会見を実施。YouTube でライブ配信・アーカ 

イブ配信を実施しているほか、令和 7年 9月の会見からケーブルテレビで 

も放送している。 

   【令和 7年度実施状況】         

 回数 テーマ 出席メディア数 動画再生回数※ 

実績（のべ） 8 回 76 件 57 社 4,556 回 

1 回あたり ― 10 件 7 社 570 回 

※ライブ配信・アーカイブ配信の合計（12 月 10 日現在） 

 

（２）ＳＮＳの活用インナー アウター 

   ①荒川区ＳＮＳシティプロモーター認定制度 

区に愛着を持ち、区の魅力を発信する意欲と発信力のある方や団体を 

「荒川区ＳＮＳシティプロモーター」として認定し、区の魅力発信を行 

っていただく事業を 11 月 28 日に開始した。 

【荒川区ＳＮＳシティプロモーター認定件数】12 件 ※12 月 12 日現在 

 

 



②荒川区【公式】Instagram キャンペーン 2025 

区公式アカウントの認知度向上を図り、区の魅力を多くの方に届ける 

と共に、フォトキャンペーンを通じて区の魅力を発信してくれる人々を 

区内外に増やすことを目的として、「フォロー＆いいねキャンペーン」 

及び「フォトキャンペーン」を令和 7年 11 月 21 日から令和 8年１月 20 

日まで実施中。 

【フォロワー数・キャンペーン参加者数】          

フォロワー数 フォロー＆いいね フォトキャンペーン 

2,555（開始時 800） 1,374 42 

                 ※12 月 10 日現在 

 

③他の区公式 SNS 等一覧 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※12 月 10 日現在 

 

（３）地域経済活性化及び観光プロモーション推進協議会インナー アウター 

 活力ある地域経済づくりと人が集う魅力あるまちの形成を目指し、区民 

が主体となって、「区の地域経済活性化に向けた取組」と「区の魅力や観光 

資源の発掘及び区内外へ観光プロモーションを効果的かつ戦略的に推進し 

ていくための手法」等について、活発な議論を展開している。 

協議会では、テーマに合わせて 2分科会を設置しており、観光プロモー 

ション分科会においては、子ども・若者による観光・地域リーダーの育成 

塾や、「鉄道」をテーマとした謎解きイベント、世界の「味覚の穴場」とし 

て注目された荒川区の魅力を発信するコンテンツ等について議論を重ね、 

事業の具体化に向けて検討している。 

 

（４）地域イベントインナー アウター 

   区では、地域の魅力を発信して区内外から来訪者を呼び込み、地域経済

の活性化やコミュニティの活力を高めるため、定期的に地域イベントを開

催している。 

 

 

種類 登録者数 主な活用方法 

X 15,929 区主催（共催）のイベント情報、防 

災・気象情報等を配信 Facebook 2,596 

LINE 16,759 
ごみや資源の収集日、防災・気象情

報など、7種類の分野の情報を配信 

メールマガジン 4,688 
地域防犯情報、休日診療情報など、 

10 種類の分野の情報を配信 

YouTube 7,490 
区長定例記者会見、「あら×がくチャ 

ンネル等を配信 

カタログポケット 
5,470 日本語を含む 10 言語で区報を閲覧

可能 

ピアッザ 1,673 
区民同士の情報交換、不要品の譲り

合いなど 



  【主な区の地域イベント】 

イベント名 開催日 来場者数 

シダレザクラ祭り R7.3.29（土） 約 1,500 人 

川の手荒川まつり R7.4.29（祝） 約 41,000 人 

あらかわバラの市 R7.5.17（土） 約 2,000 人 

あらかわの伝統技術展 R7.7.4（金）～6(日) 約 9,900 人 

にっぽりトレインフェス R7.9.6（土） 約 5,000 人 

あらかわ遊園 

「オグトーバーフェスト」 

R7.10.18（土）・19(日) 約 8,700 人 

日暮里道灌まつり R7.11.1（土） 約 2,000 人 

交流都市フェア R7.11.2（日） 約 2,000 人 

荒川リバーサイドマラソン R7.11.16（日） 約 1,500 人 

※参加者数 

 

（５）職員の魅力発信力向上インターナル 

   ①職員向け情報発信 

庁内ポータルサイトの掲示板を活用し、テレビや Web メディアなどで 

紹介された区の魅力に資する情報を、全庁で共有する取組を開始した。 

 

②魅力発信研修 

   これまで実施してきた「住民に伝わる広報デザイン研修」「ソーシャル 

メディア広報研修」に加え、「Instagram 講座入門編」「ちらし作成実践 

研修（令和 8年 2月予定）」を実施し、魅力発信への気運を醸成している。 

 

４ 成果 

  【新聞・雑誌・テレビの報道実績】             （単位：件） 

 
令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 

新聞 雑誌 テレビ 新聞 雑誌 テレビ 新聞 雑誌 テレビ 

上期 

合計 

387 10 52 350 13 66 464 3 65 

449 429 532 

年間 

合計 

667 23 106 701 19 137 577 5 97 

796 857 679※ 

                       ※4～11月（11月30日現在） 

５ 今後の予定 

（１）荒川区 SNS シティプロモーター連絡会の開催（令和 7年度中） 

 

（２）「地域経済活性化及び観光プロモーション推進協議会」意見の取りまと

め（令和 7年度末） 

 

（３）より実効性のあるシティプロモーションとするための「荒川区シティ

プロモーション基本方針」の策定（令和 8年度） 

今 後 の 

予 定 
令和７年１２月２４日 観光・文化推進調査特別委員会 



議会等報告 開示予定日 区報 ＨＰ 記者会見 

１２月２４日 

観光・文化推進 

調査特別委員会 

委員会報告後 ― ― 

 

― 

＜主管部課＞ 区政広報部広報課 



[庁議説明資料・令和７年１２月１２日] 
 

件 名 基本構想策定における区民参画の実施結果について(報告) 

ポイント 
区民ワークショップやアンケート等を実施し、幅広い層から多角的に意見を

聴取したため、その結果について報告する。 

内 容 

 

１ 目的 

基本構想の策定を進めるうえでは、区民が主体的に参加し、区の目指すべき

将来の方向性やその実現に向けた考えを共有しながら検討を進めることが重

要である。 

このため、区民の多様な意見を把握し、構想の策定に反映することを目的と

した。 

 

２ 概要※詳細は別紙のとおり 

令和７年４月に実施した川の手荒川まつりで実施したオープンハウス形式

のアンケートを契機として、区民の多様な声を把握するため、ワークショップ

やアンケート、関係団体ヒアリングなど、様々な手法による区民参画を順次実

施した。 

 

(１)オープンハウス形式のアンケート 

対象：川の手荒川まつりに来場した方 

回答数：１３１６票 

内容：「子育て」「福祉」等の９つの分野から、どの分野が最も大切かについて

アンケート調査を実施 

 

(２)ワークショップ 

①区民ワークショップ(全３回) 

対象：区内在住の１８歳以上の区民 

参加人数：１回目３０人・２回目２７人・３回目２４人 

内容：政策分野ごとに将来の都市像や施策の方向性について意見交換を実施 

 

②若者ワークショップ(全１回) 

対象：区内在住もしくは在勤で１６歳から３０歳 

参加人数：１２人 

内容：荒川区の好きなところ等について意見交換を実施 

 

③子どもワークショップ(全１回) 

対象：区内の小学校５・６年生及び中学生 

参加人数：９人 

内容：区の好きなところ等について意見交換を実施 

 

 



 

(３)アンケート 

①区民アンケート 

対象：１８歳以上の区民３，０００人 

回答数：８０４票 

内容：「まちの将来像」等についてアンケート調査を実施 

 

②子どもアンケート 

対象：区内の小学校５・６年生及び中学生２年生 

回答数：４４８票 

内容：区の好きなところ・区長になったらやりたいこと等についてアンケート

調査を実施 

 

(４)関係団体ヒアリング 

対象：区関係団体 

内容：区の将来の姿や団体としてできる取組等についてヒアリングを実施 

団体数：１２３団体 

 

３ 実施結果 

 ※別紙のとおり 

 

４ 今後の取組 

区民参画により得られた意見や課題を整理し、令和８年 1月から開催予定の

基本構想審議会における議論の参考にするとともに、パブリックコメント等を

通じて、引き続き幅広い区民等の声を伺いながら、より多様な視点を取り入れ

た基本構想の策定を進めていく。 

 

今 後 の 

予 定 

令和８年 １月１４日 総務企画委員会(区民参画結果報告) 

８月頃    総務企画委員会 (パブリックコメント実施報告) 

９月頃      パブリックコメント実施 

    １０月頃     総務企画委員会(内示) 

            １１月会議に議案を提出 

議会等報告 開示予定日 区報 ＨＰ 記者会見 

１月１４日 

総務企画委員会 
― ― ― 

 

― 

＜主管部課＞ 総務企画部総務企画課 
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1 

 

 

１(１) オープンハウス形式のアンケート 

(１)実施目的 

基本構想の検討にあたり、来場者が気軽に立ち寄れるオープンハウス形式の特性を活かし、９

つの政策分野のうち、最も大切と考える分野について、来場者の意見を把握することを目的とす

る。 

(２)実施概要 

実施日時 令和７年４月２９日（火曜日） 

場所 南千住野球場 

対象 川の手荒川まつり来場者 

実施方法 ９つの政策分野に分けたパネルに、もっとも大切だと考える政策分野に

ついてシールを貼る。 

内容 「子育て」「福祉」「健康」「教育」「防災・防犯」「共生」「環境」「文化・芸

術・産業」「まちづくり」の９つの政策分野から、来場者にとってどの分野

がもっとも大切かについて意見を伺う。 

 

(３)実施結果 

【結果まとめ】 
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【オープンハウスの様子】 
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２(１)区民ワークショップ 

(１)実施目的 

区民が普段感じている課題や考えをワークショップ形式で直接聞き取り、多様な意見を新たな

基本構想に反映させるとともに、将来の自分たちができることや役割について考えるきっかけを

つくることを目的とする。 

(２)実施概要 

全３回で完結するワークショップで全日程同じ方が参加した。 

実施日時 ①令和７年 ８月３１日（日）９時３０分～１２時 

② １０月１８日（土）９時３０分～１２時 

③ １１月１５日（土）１３時～１５時３０分 

場所 サンパール荒川 

対象 区内在住の１８歳以上の方  

参加人数 ①３０名（全７グループ） 

②２７名（全６グループ） 

③２４名（全６グループ） 

※全日程を通して同一の参加者が出席 

実施方法 １グループ５～６名に分かれて各テーマについて意見交換を実施。 

※第２回、第３回では、政策分野別にグループに分かれて実施。 

テーマ ① １）荒川区の好きなところ 

 ２）荒川区のキャッチフレーズを考えよう 

② １）荒川区の強み・よいところと弱み・課題 

 ２）荒川区の都市像を考えよう 

③ １) 都市像の実現のために必要な取り組み 

 ２）区民がもっと関わりやすくするには？ 

 

(３)実施結果 

【ワークショップで出た意見】 

第１回区民ワークショップ「将来像を考える」 

テーマ 意見まとめ 

荒川区の好きなところ 自然や河川沿いの緑豊かな環境と都心への優れた交通アクセスが

両立している点を評価する意見が多くあった。加えて、下町の人情味

あふれる地域コミュニティや生活利便性の高さも支持されており、荒

川区の「暮らしやすさ」の核となっている。 

荒川区のキャッチフレ

ーズを考えよう 

「Inclusive Society ARAKAWA～みんなで生きる。」 

「ミラクル下町あらかわ」 等 
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下町の人情味あふれる温かさが強く表れた。また自然や水辺の豊か

さや都心近接の利便性もキャッチフレーズの考察過程で織り込まれ

ている。多様な人が安心して暮らせる街というイメージが重視されて

いる。 

 

第２回区民ワークショップ「都市像を考える」 

テーマ１：荒川区の強み・よいところと弱み・課題 

【まとめ】 

政策分野 強み・よいところ 弱み・課題 

共生・まちづく

り・環境 

 

地域コミュニティのつながりや自

治会の活動が活発で、相互支援の基盤

がしっかりしているとの意見があっ

た。また緑地や川などの自然環境が豊

かで、暮らしに安らぎをもたらしてい

るという意見があった。 

住環境の老朽化が目立ち、公園や街

並みの整備に遅れが課題として挙げ

られた。地域間の格差や高齢化に伴う

環境への対応への不安についての意

見があった。 

産業・観光・文化 伝統的な祭りや文化イベント、また

地域に根付いた小規模事業者の存在

が区の賑わいや伝統文化を支えてい

るとの意見が多くあった。 

資金不足や観光資源の未活用があ

り、産業や観光の振興の仕組みづくり

を重要視することに加え、観光や文化

に関する情報発信や荒川区のまちの

ブランド化を積極的に行うべきとの

意見があった。 

子育て・教育 保育園や学校、子育て支援サービス

が充実しており、地域ぐるみでの子育

ての意識や学習支援活動が根付いて

いる点が強みとして挙げられた。 

子どもの遊び場の不足や待機児 

童問題のほか、子育て環境の利便性が

課題として挙げられた。 

 

福祉・健康 福祉施設や高齢者支援サービスが

充実している点が強みとして挙げら

れた。 

高齢化の進行に対して、医療や介護

サービスが今後不足することや質の

向上が課題として挙げられた。また健

康増進や心身ケアの体制が若干不足

している面があるとの意見があった。 

防災・防犯 地域の防災訓練や見守り活動が定

着し、区民の防災意識が高い点が強み

として挙げられた。また、夜間パトロ

ールが積極的に行われ安心できると

の意見があった。 

災害が起きた際の具体的な対応や

避難所運営、情報共有不足への不安に

関する意見があった。また夜間のパト

ロールが積極的に行われているが、道

が暗く狭い点については不安を感じ

るとの意見があった。 
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テーマ２：荒川区の都市像を考えよう 

【まとめ】 

政策分野 都市像 

共生・まちづくり・環境 「区も民も共に生きるセーフティー都市」 

「下町文化推進都市」 

産業・観光・文化 「あらかわ下町文化都市」 

子育て・教育 「子どもも親も笑顔の下町」 

福祉・健康 「歩きたくなるまち ココロもカラダも”生涯健康”」 

防災・防犯 「未来型のまち コンパクトセイフティシティ」 

 

第３回区民ワークショップ「施策を考える」 

テーマ１：都市像の実現のために必要な取り組み 

 

政策分野 都市像 まとめ 

共生・まちづくり・

環境 

「区も民も共に生きるセ

ーフティー都市」 

地域の多様な人々が安心して暮らせる

ための相談支援体制や交流の場づくりが

重視されている。多文化共生や下町文化の

継承・拡充を通じて地域の一体感を高めよ

うとする傾向にある。 

「下町文化推進都市」 

産業・観光・文化 「あらかわ下町文化都市」 デジタル技術を活用して情報発信や空

き家の利活用による地域資源の活性化が

重要視され、下町文化の魅力を多角的に発

信し、多文化交流を推進する意見が多くみ

られた。 

子育て・教育 「子どもも親も笑顔の下

町」 

子どもと親の負担軽減や安心感の向上

を目的とした多様な支援策が重視されて

いる。地域と学校が連携して子どもと大人

が交流できる場づくりや学習支援体制の

整備を求める意見があった。 

福祉・健康 「歩きたくなるまち コ

コロもカラダも”生涯健

康”」 

誰もが安全かつ快適に歩けるバリアフ

リー環境整備と屋内外で健康づくりがで

きる体制の強化を求める意見があった。ま

た、区民参加型の健康促進施策や行政と区

民の連携に関する意見があった。 
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防災・防犯 「未来型のまち コンパ

クトセイフティシティ」 

物理的な安全対策とデジタル技術を活

用した情報共有ツールの導入を両輪とし

た取組に関する意見があった。全区民が参

加しやすい防災啓発策の充実やインフラ

補強に関する意見もあった。 

 

テーマ２：区民がもっと関わりやすくするには？ 

政策分野 まとめ 

共生・まちづくり・環境 町内会の役割強化や加入促進策、区民交流の場づくりに関す

る意見が多くみられた。多言語対応の情報発信や地域資源の活

用に関する提案もあった。 

産業・観光・文化 ワークショップやイベント開催を通じた区民参加の促進に

関する意見が多くみられた。区民サポーターやデジタルツール

活用の提案もあり、地域の魅力発信や学びの機会創出に関心が

集まった。 

子育て・教育 子育て支援の居場所づくりや情報発信の工夫に関する意見

が多く挙げられた。世代間交流や補助制度の周知に関する意見

もあった。 

福祉・健康 健康づくり事業の普及や高齢者向けＩＴ支援に関する意見

があった。体験イベントや交流の場づくりに関する意見もあっ

た。 

防災・防犯 子どもや若者を巻き込む参加型施策が多くみられた。SNS や

回覧板の情報共有強化に関する意見もあった。また、定期的な

区民ワークショップの開催や行政分野のテーマ別勉強会に関

する意見もあった。 
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【ワークショップの様子】 

・参加者の様子 
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【第１回】※一部抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・グラフィックレコーディング：参加者の話し合いの内容をまとめイラスト化したもの 
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【第２回】※一部抜粋 
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【第３回】※一部抜粋 
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２(２)若者ワークショップ 

(１)実施目的 

若者自身が考えている課題や考えをワークショップ形式で直接聞き取り、若者ならではの柔軟

で多様な意見を新たな基本構想に反映させるとともに、将来の自分たちができることや役割につ

いて考えるきっかけをつくることを目的とする。 

(２)実施概要 

実施日 令和７年８月２１日(木) １９時～２１時 

場所 サンパール荒川 

対象 区内在住・在勤・在学の１６歳～３０歳の方  

参加人数 １２名 

実施方法 ４名×３グループに分かれて実施 

テーマ １）荒川区の強み・弱み、将来どんなまちになってほしいか 

２）若者がもっとまちづくりに関わるには？ 

 

(３)実施結果 

【ワークショップで出た意見】 

①テーマ１：荒川区の強み・弱み、将来どんなまちになってほしいか 

テーマ まとめ 

荒川区の強み 地域住民の温かさや人情味あふれるコミュニティが豊かである

点が多く挙げられた。また都心に近く交通アクセスが良いことが生

活利便性の高さにつながっているという意見があった。さらに、自

然環境や下町の歴史・文化が地域の魅力となっているという意見も

あった。 

 

荒川区の弱み 治安に対する不安や夜間の安全面を課題として捉える意見があ

った。また、若者や幅広い世代が集う商業・文化施設が不足し、区

の魅力や存在感が外部に伝わりにくい点も挙げられた。行政サービ

スや情報発信もさらに力をいれていくべきとの意見があった。 

将来どんなまちになって

ほしいか 

・みんなが知っている都会のオアシス下町荒川 

・荒川区のことを他の地域に「本気で！」自慢できるまち 

・誰もが帰ってきたくなる「故郷（まち）」 

 

②テーマ２：若者がもっとまちづくりに関わるには 

【まとめ】 

若者の意欲を引き出すためには、参加しやすい情報発信や交流の場づくりが不可欠であるとの
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意見があった。若者目線の政策や柔軟な行政対応が重要視されており、ＳＮＳ活用や教育機会の

整備に期待する声があった。地域と行政が若者の声を尊重し連携を強めることで、持続的なまち

づくりの参画が促進されるとの意見があった。 

【ワークショップの様子】 

・参加者の様子 
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・グラフィックレコーディング：参加者の話し合いの内容をまとめイラスト化したもの 

※一部抜粋 
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２(３)子どもワークショップ 

(１)実施目的 

子どもたちが日常で感じている課題や考えをワークショップ形式で直接聞き取り、子どもなら

ではの自由な発想や意見を新たな基本構想に反映させるとともに、将来の自分たちができること

や役割について考えるきっかけをつくることを目的とする。 

(２)実施概要 

実施日時 令和７年８月２５日(木) １４時～１６時 

場所 サンパール荒川 

対象 荒川区に在住・通学している小学５・６年生、中学生 

参加人数 ９名 

実施方法 ４名と５名の２グループに分かれて実施 

テーマ １）荒川区の好きなところ、残念なところ 

２）将来どんなまちになってほしいか 

 

(３)実施結果 

【ワークショップで出た意見】 

①テーマ１：荒川区の好きなところ、残念なところ 

テーマ まとめ 

好きなところ 自然環境や公園の多さ、川などの景観を特に好んでいる。交

通の便が良く、学校や図書館などの施設も評価されている。ま

た、地域の人々の親しみやすさや町の温かい雰囲気も多く挙げ

られた。 

残念なところ 街の清掃状況やごみの問題、公園の遊具の老朽化など環境面

の課題と捉える意見があった。交通面では安全性への不安や混

雑を残念に思う意見も多い。また、商店街の少なさや買い物の

不便さも課題とされている。 

 

②テーマ２：将来こんなまちになってほしい 

【まとめ】 

将来のまちの姿として「自然豊かで安全なまち」「遊び場や施設の充実」「地域の交流やイベン

トの増加」といった意見があり、子どもが安心してのびのび過ごせる環境づくりへの期待がうか

がえる。環境問題や防犯対策への意識も高く、持続可能で安心な生活基盤を求める声が多い。 
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【ワークショップの様子】 

・参加者の様子 
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・グラフィックレコーディング：参加者の話し合いの内容をまとめイラスト化したもの 
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３(１)区民アンケート 

(１)実施目的 

 区民の意識やまちへの関心、将来の区政への期待等を把握し、基本構想の理念・方向性の検討

に活用することを目的とする。 

 

(２)実施概要 

調査期間 令和７年７月１日（火）～令和７年７月３１日(木) 

対象 満 １８ 歳以上の区民 ３，０００名 

実施方法 郵送およびオンライン回答 

設問数 ４０問(内回答者属性調査１４問を含む) 

設問内容 区が実施する政策・施策の重要度、満足度や区の将来像について等 

 

(３)実施結果 

 配布数３，０００ 票に対して、８０４票の回答があった。（回答率２６．８％） 

総回答数 

回答方法 回答数 構成比 

郵送 ５２７ ６５．５％ 

オンライン ２７７ ３４．５％ 

合計 ８０４ １００．０％ 
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(設問)荒川区が実施する政策の重要度、満足度について 

①政策の重要度 

政策の重要度について「重要である」の割合をみると、「防災・防犯（８７．３％）」「教育（７

５．５％）」「環境（７１．０％）」「健康（７０．９％）」において、７０％を超えていた。 

また、「重要である」「やや重要である」の合計をみると、「防災・防犯（９７．４％）」「環境（９

３．４％）」「健康（９２．９％）」「まちづくり（９２．２％）」「教育（９１．９％）」において９

０％を超えていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69.7%

64.4%

70.9%

75.5%

87.3%

37.7%

56.6%

34.7%
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63.1%

60.6%

17.0%

25.5%

22.0%

16.4%

10.1%

31.0%

26.9%

38.2%

22.4%

29.1%
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重要である やや重要である あまり重要ではない

重要ではない わからない 無回答
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②政策の満足度 

政策の満足度について「満足である」「やや満足である」の合計をみると、「健康（４７．

７％）」「まちづくり４２．１％）」「防災・防犯（４０．３％）」において、４０％を超えてい

た。 
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満足である やや満足である やや不満である

不満である わからない 無回答
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③政策の重要度・満足度の散布図 

政策の重要度・満足度をあわせてみると、「健康」「子育て」「福祉」「教育」は、満足度と重要

度がともに平均を超えており、荒川区において強みとなっている政策分野といえる。ただし、

「福祉」「教育」は、満足度が平均点に近く、課題に近い分野でもある。 

 「環境」「防災・防犯」「まちづくり」については、重要度が平均を超えているものの、「満足

度」は平均を下回るため、荒川区において課題となっている政策分野といえる。また、「産業」

は、重要度が平均点をやや下回っている一方で、満足度が最も低く、課題に近い分野である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政策分野 重要度 満足度

子育て 1.5174 0.2525

福祉 1.5037 0.1294

健康 1.6132 0.3246

教育 1.6679 0.1194

防災・防犯 1.8420 0.0697

共生 0.9042 0.0796

産業 1.3520 -0.0323

文化・芸術 0.8868 0.2015

環境 1.6256 0.0336

まちづくり 1.5236 0.0908

区政運営 1.4142 0.0361

平均 1.4410 0.1186
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(設問)区の良いところ・未来に残したいところ 

【主な意見のまとめ】 

区民アンケートの自由記述欄では、区の特徴や魅力、将来に残したい地域資源などについて、

多様な意見が寄せられた。 

区民の多くが、「穏やかで温かい暮らし」を区の魅力として認識しており、伝統と新しさが調和

した“荒川らしさ”を将来に引き継ぐことを望む声が中心であった。 

全体として、「人とのつながり」「子育てのしやすさ」「下町らしい文化や景観」を大切にしたい

という声が多く見られた。 

(設問)２０４０年頃の区がどのような「まち」になって欲しいと思うか 

【主な意見のまとめ】 

区民からは、「人にやさしく、緑とつながりがある下町らしいまち」を望む意見が多く寄せられ

た。特に、子育て・教育環境の充実、地域の助け合い、緑や歴史ある景観の保全を重視する声が

多かった。  

また２０４０年の区に対し、「人が主役のまち」「自然と文化が調和したまち」「安心して暮らせ

るまち」を共通して求めており、穏やかで温かい“荒川らしさ”を未来に残したいという想いが

多く寄せられた。 
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３ (２)子どもアンケート 

(１)実施目的 

 区の将来を担う世代である子どもたちの意識や地域への関心、将来のまちへの思い等を把握し、

基本構想における理念や将来像の検討に活かすことを目的とする。 

(２)実施概要 

調査期間 令和７年７月１１日（金）～令和７年９月３０日(火) 

対象 区内の小学校５・６年生及び中学生２年生 

実施方法 オンライン回答 

設問数 ３問(すべて自由記述形式) 

設問内容 区の好きなところ、区長になったらやりたいこと等 

 (３)実施結果 

区内の小学校５・６年生及び中学生２年生に対して、４４８票の回答があった。 

総回答数 

学年 回答数 

小学５年生 １９８ 

小学６年生 １５９ 

中学２年生 ７７ 

学年無回答 １４ 

合計 ４４８ 

【回答まとめ】 

設問 主な意見・まとめ 

１ 荒川区の好きなところ、区外の人に自慢

したいところを自由に教えてください。 

 

全体として、荒川区は自然環境が豊かで、住み

やすく、地域の人々が優しく、文化的な活動が

盛んな魅力的な地域であるとの意見が寄せら

れた。 

２ 荒川区がもっとよくなるために、改善し

た方がよいと思うところを自由に教えてくだ

さい。 

全体として、地域住民は環境の改善や公共施設

の充実、治安の向上を強く望んでおり、具体的

な提案が多く寄せられた。 

３ あなたが区長になったとしたら、最もや

りたいことは何ですか。１つだけ教えてくだ

さい。 

全体として、より良い生活環境の実現に向け、

特に子供や高齢者が楽しめる施設やイベント

の充実、環境保護、地域の安全に取り組みたい

との意見が寄せられた。 
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４関係団体等への意見聴取 

(１)実施目的 

 区内の関係団体が抱えている課題や将来の展望、区の取組に関する評価、協働に関する意見を

把握し、基本構想の理念・方向性の検討に活用することを目的とする。 

 

(２)実施概要 

実施期間 令和７年６月１３日(金)～令和７年９月２６日(金) 

団体数 区内関係団体等 １２３団体 

実施方法 対面でのヒアリング方式及び書面によるアンケート方式 

内容 設問１：団体の現状の取組において、課題となっていること 

設問２：団体が取り組んでいる分野で、区の制度、施策・事業についてどの

ように評価しているか（活用している制度、施策・事務事業） 

設問３：団体が取り組んでいる分野で、２０４０年頃を見通したとき、想定

される変化や大きな課題となること 

設問４：２０４０年頃を見通したとき、荒川区はどのようなまちになってい

ることが望ましいか 

設問５：問４で描いた将来のまちの姿を実現するため、区はどのような施策

に取り組むべきか 

設問６：問４で描いた将来のまちの姿を実現するため、貴団体としてできそ

うな取組と区との協働で進める取組や、区との協働を促進するアイ

デア等 

 

(３)実施結果 

設問１：団体の現状の取組において、課題となっていること 

団体の分野※ 主な意見 

子ども・教育 ・運営者の年齢層に偏りがあり、参加が少なくなっている。 

・子どもや保護者からの多種多様なニーズが増加傾向にあるなか、専門的な

人材が不足しており、支援が追いつかない。 

医療・高齢介護 ・様々な社会貢献活動と兼務して従事している方が多く、活動の負担が重く

なっている。 

・次世代を担う若手の育成と人材確保が課題となっている。 

・国は医療ＤＸを進めているが、実態としてクリニックや訪問看護施設での

導入が遅れている。 

障害福祉 ・医療機関や災害時などの専門的な内容を要する場面における社会全体の理

解促進が大きな課題となっている。 
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・恒常的な人手不足と高齢化が喫緊の課題となっている。 

防災 ・災害時における町会・自治会・地域内集合住宅との連携の強化が課題。 

・町会・自治会への加入率の低下による、防火防災訓練の参加者が減少 

防犯・交通安全 ・会員の減少や高齢化による活動人員の減少。 

・若い世代が無関心であることが課題。 

産業 ・事業者の多様化・複雑化による支援ニーズの把握や課題解決が困難なケー

スがある。 

・エネルギーや資材価格の高騰、後継者不足、少子高齢化による人手不足。 

文化・芸術 

スポーツ 

・伝統・文化に興味をもつ若い世代の減少。 

・高齢化による担い手不足、後継者不足。 

都市・環境 ・周知・広報不足により団体の活動が一般の方に認識されていない。 

・人手不足・担い手不足が顕著になっている。 

平和・人権 

コミュニティ 

・役員の高齢化、なり手不足による活動幅の縮小。 

・インターネットの普及による差別の深刻化。 

行財政 ・区内の対象者・関係者に対する効率的な周知が課題となっている。 

・高齢化による次世代の担い手不足 

・若者の関心の低迷 

※意見聴取を実施した団体を分野別に整理し、各分野ごとに主な意見を取りまとめた。 

 

設問２：団体が取り組んでいる分野で、区の制度、施策・事業についてどのように評価している

か（活用している制度、施策・事務事業）  

団体の分野※ 主な意見 

子ども・教育 ・区からの補助金により、子ども向けの体験活動を低価格で実現できている。 

・金銭的な支援やイベントの運営の補助等、手厚いサポートに感謝している。 

医療・高齢介護 ・区による団体の活動に関する事務と運営のサポートがある。 

・ひきこもり支援事業等においては、区との連携を密にしており、多様なニ

ーズの相談者の対応ができている。 

障害福祉 ・区の制度・施策は行き届いており、評価できる。 

・区の事業を受託しているが、認知度が低いのか、利用の応募が少ない状況。 

・区の障害者福祉課やアクト２１とさらに連携を図る必要がある。 

防災 ・区からの助成金等による支援でイベント事業等の運営ができている。 

・評価以前に取り組みの内容が見えない。情報提供をもっと積極的に行うべ

きである。 

防犯・交通安全 ・団体に対しての補助金で活動ができている。 

・区が関係団体と警察をとりもつ役割を果たしている。 

産業 ・イベント実施のための補助金や専門家派遣等の区の事業を活用している。 
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・さらに幅広い企業や団体と連携を密にしていくべき。 

文化・芸術 

スポーツ 

・区と共同でイベントを実施しており、実施後に課題のフィードバックも行

っている。 

・イベントやサービスが区民全体へのサービスになっているのか疑問。 

都市・環境 ・区が主催する相談会やセミナーは団体としても有意義な場となっている。 

・工事に関する制度の見直しについて、感謝している。 

平和・人権 

コミュニティ 

・区有施設が団体の活動の場として活用できるのは評価できる。 

・区の人的・金銭的なバックアップがある。 

行財政 ・区の事業への協力により団体として勉強になる点が多数ある。 

・区の補助金、イベント時の会場の優先予約等助かっている。 

 

設問３：団体が取り組んでいる分野で、２０４０年頃を見通したとき、想定される変化や大きな

課題となること 

団体の分野※ 主な意見 

子ども・教育 ・様々な場面で便利になる反面、人間関係や地域との繋がりが希薄化するの

ではないか。 

・子どもの人数の減少やＳＮＳ等の使い方、オンラインゲームの普及による

外遊び・屋外での体験活動の衰退が課題になると考えられる。 

医療・高齢介護 ・少子高齢化が更に進むとともに、高齢者のみ世帯、ひとり暮らし世帯が増

加することにより、地域社会から孤立する世帯が増加する。 

・８０５０問題の増加が深刻化し９０６０問題に。 

障害福祉 ・外国人人口の増加、ＬＧＢＴＱの人の増加による社会構成員の多様化・複

雑化に伴う対応が増えることが予想される。 

・社会とのつながりが脆弱な人々への支援の必要性がさらに高まる。 

防災 ・少子高齢化により消防団員の確保は困難となる。 

・建物の老朽化や空家の増加による建物倒壊リスクが高まる。 

防犯・交通安全 ・外国人に対する防犯・交通教育の重要性が増していると考えられる。 

・会員の高齢化、次世代の担い手不足による団体の存続が懸念される。 

産業 ・中小企業の事業継承や人材確保が困難となり、地域産業の維持が課題。 

・デジタル化やＡＩの劇的な進化等、社会変化への柔軟な対応が課題。 

文化・芸術 

スポーツ 

・担い手は不足するものの、インバウンド効果で仕事が増え、対応が追いつ

かない。 

・少子高齢化による交流の希薄化、高齢化による後継者不足。 

都市・環境 ・資源の枯渇、再生資源の注目により、リサイクル事業が再認識されること

が見込まれる。 

・マンション老朽化による大規模改修や近接地との共同建替が予想される。 
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・人手不足、担い手不足、人件費・原材料価格の高騰。 

平和・人権 

コミュニティ 

・少子高齢化による担い手不足により、団体の役割を行政に押しつけてしま

う懸念がある。 

・少子化・高齢化・共働き世帯の増加によるコミュニティの希薄化。 

行財政 ・急速なデジタル化やＡＩの発展による業務の変化。 

・外国人増加による対応の重要度が増す。 

 

設問４：２０４０年頃を見通したとき、荒川区はどのようなまちになっていることが望ましいか 

団体の分野※ 主な意見 

子ども・教育 ・これまでどおり人情味があふれるまち 

・年齢・性別等関係なく荒川区に住んでいることを誇りに思えるようなまち 

医療・高齢介護 ・まちも住む人も心のバリアフリーが行き届いたまち 

・誰もが安心して暮らせ、他の区の人に住みやすいまちであることを胸を張

って言えるまち 

障害福祉 ・高齢者・子ども、障がいのあるなしに関わらず、全ての人が共生している

まち 

・自分らしさを大切にできるまち 

防災 ・若年層から高齢者まで一人ひとりの防災に対する意識や行動力が高いまち 

・地域の人々がお互いに顔を知っている関係になり、共助ができるまち 

防犯・交通安全 ・高齢化の加速により、高齢者の自転車の事故が増えると推測されることか

ら、そのための対策を行う（道路整備、自転車専用道路、歩行者専用道路） 

・日本人、外国人を問わず、あらゆる世代が参加する活動が展開されること

で、地域が活性化され、地域の自浄機能が働くことが望ましい。 

産業 ・下町として人情が残っているまち 

・多様な人材と技術が融合し、持続可能で活力ある中小企業が育つまち 

文化・芸術 

スポーツ 

・荒川区に住み続けられる・住み続けたいと思えるまち 

・下町情緒があふれ、職人たちが仕事がしやすいまち 

都市・環境 ・やすらぎを感じ安心して暮らせるまち 

・災害に強いまち 

平和・人権 

コミュニティ 

・全ての人の人権が尊重され、差別のない多文化共生のまち 

・異なる世代が相互に理解を深め合い生き生きとしたまち 

行財政 ・区民が主体となって区政に参画できるまち 

・地元の人だけでなく新しく入ってくる人たちや若い世代・子ども達にとっ

て魅力的で住みやすいまち 
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設問５： 問４で描いた将来のまちの姿を実現するため、区はどのような施策に取り組むべきか 

団体の分野※ 主な意見 

子ども・教育 ・地域の人と若年層がもっと関わりを持つことができるような取組 

・専門人材や外国人など、あらゆるひととつながりを持つことができる取組 

医療・高齢介護 ・一人ひとりの悩みや願いに寄り添ったオーダーメイドの施策の実施 

・多くの世代が交流できる場所・機会の創出 

障害福祉 ・「困っている人側」から発信する（助けを求める）のではなく、区や事業所

側が「困っている人」を把握し、漏れなく支援が行き届く仕組みづくり。 

・子どもや若い世代と障がい者の交流の機会の創出。 

防災 ・地域防災リーダーの育成に関する勉強会等の実施 

・住民が参加しやすい防災イベントや避難訓練の実施 

・防災士の活躍の場の創出 

防犯・交通安全 ・小学生や中学生などの若い世代による防犯活動等の積極的な活動の実施 

・インセンティブの付与等、活動の参加の動機付けとなる取組 

産業 ・企業や団体同士が交流する機会の創出 

・銭湯や商店街等、区の歴史ある場所などを広く紹介できる仕組みづくり 

文化・芸術 

スポーツ 

・子ども達に伝統・文化や盆踊り、御神輿など興味を持ってもらえる取組 

・伝統工芸の学校での出前授業。 

・次世代のリーダーの育成 

都市・環境 ・子どもや若年層に向けて、再生資源の存在や大切さをあらゆる手段で啓発

を行う。 

・区単独ではなく、国や都、関連団体との連携を密にし、特定のステークホ

ルダーに負担が偏らない体制の構築。 

・耐震化・不燃化に対する補助制度の長期的な継続。 

 

平和・人権 

コミュニティ 

・多言語対応での情報発信や、高齢者、若者、子育て世代、子ども、外国人

が交流できる場・機会の創出。 

・区民の意見を聞き、区民が納得できる取組の実施。 

行財政 ・区民が参加しやすい事業の開催と区政に関する情報の透明性の確保 

・あらゆる世代の交流の機会を創出する取組 

 

設問６：問４で描いた将来のまちの姿を実現するため、貴団体としてできそうな取組と区との協

働で進める取組や、区との協働を促進するアイデア等 

団体の分野※ 主な意見 

子ども・教育 ・学校では教わらないような学びの機会提供や異年齢・縦の仲間づくり、他

校の仲間づくりを区と連携して取り組んでいく。 
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・関係の団体だけでなく、他の区も巻き込んだイベント等を企画する。 

医療・高齢介護 ・地域の人々や団体が持つそれぞれの能力・希望を把握し、適切に力を発揮

できる場とつなげるコーディネート。 

・交流都市等の団体と交流・情報交換を行い、今後の活動に活かす。 

障害福祉 ・区と連携し支援事業の事業項目を拡大させる。 

・障がい者の意見を反映させるための意見交換の場を定期的に設ける取組。 

防災 ・地域コミュニティを構築し、あらゆる世代を巻き込んだ防災訓練を区・各

町会と連携し実施する。 

・地域のつながりを活性化させるためのイベントの企画・実施を区と協働で

進める。 

防犯・交通安全 ・ボランティア団体と協力した防犯・交通安全活動の推進。 

・団体と区が連携し、地域特有の問題を解決できる仕組みの構築及び若い世

代との架け橋的役割。 

産業 ・健康や子育て等あらゆる分野が横断した取組の推進。 

・さらなるオンライン化やデジタル化の推進。 

文化・芸術 

スポーツ 

・区と共同でＳＮＳの運用等、発信に力を入れる。 

・第３者（事業者）の介入によるノウハウの活用。 

都市・環境 ・リサイクルの理解を深めるための、区民に対する普及啓発の機会の提供、

リサイクル関連団体との交流の実施。 

・子どもや若い世代に理解を深めてもらうための出前授業の実施。 

平和・人権 

コミュニティ 

・区と団体の協働による講座の開催。 

・区・町会・企業が協力した交流の機会の創出。（団体単体の力では難しい部

分がある） 

行財政 ・「啓発」のステップとして区と団体の協働によるセミナーや講座の企画。 

・データに基づく積極的な情報発信。 

・デジタル技術を活用した先進事例の調査・研究。 

※意見聴取を行った団体を分野別に分類し、主な意見をまとめた 

 

【ヒアリング対象団体一覧】(１２３団体)※五十音順 

明るい選挙推進協議会,あすめし会,アライな当事者会・荒川たびだちの会,荒川危険物安全

協和会,荒川区介護サービス事業者連絡協議会,荒川区建設業協会,荒川区交通安全協議会,

荒川区国際交流協会,荒川区商店街連合会,荒川区少年団体指導者連絡会,荒川区女性団体

の会,荒川区心身障害者事業団,荒川区スポーツ協会（旧：荒川区体育協会）,荒川区青少年

委員連絡会,荒川区青年団体連合会,荒川区中途視覚障害者の会（まごころ作業所）,荒川区

伝統工芸技術保存会,荒川区文化団体連盟,荒川区保護司会,荒川五・六丁目防災まちづくり

の会,荒川交通安全協会,あらかわ子ども応援ネットワーク,荒川災害予防協会,荒川消防懇

話会,荒川二・四・七防災まちづくりの会,荒川防火管理研究会,荒川防火防災協会,荒川防
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犯協会,荒川やさしい街づくりの会,一般社団法人荒川区医師会,一般社団法人荒川区薬剤

師会,尾久安全協和会,尾久交通安全協会,尾久交通安全協会,尾久消防懇話会,尾久中央地

区防災まちづくり協議会,尾久東部地区防災まちづくり協議会,尾久防火防災協会,尾久防

犯協会,尾久消防団,株式会社 大起エンゼルヘルプ荒川ケアセンター,行政相談委員,区民

相談所弁護士会,景観まちづくり推進委員会,公益社団法人東京都荒川区歯科医師会,社会

福祉法人 ソラティオ（区立基幹相談支援センター）,社会福祉法人すかい（スクラムあら

かわ）,社会福祉法人窓の陽,東京都建築士事務所協会 荒川支部,東京都公衆浴場業生活衛

生同業組合荒川支部,東京都社会保険労務士会足立・荒川支部,東京都書店商業組合荒川支

部,東京都トラック協会荒川支部,東京都マンション管理士会 城北支部,特定非営利活動

法人 かがやき,文化財保護推進員,町屋二・三・四丁目地区防災まちづくり協議会,南千住

交通安全協会,南千住防犯協会,有限会社ビーブル介護サービス,一般社団法人荒川青色申

告会,介護者交流会安心サポート「結」,公益社団法人荒川区シルバー人材センター,公益社

団法人荒川法人会,荒川のぞみの会,荒川間税会,荒川区しんきん協議会,荒川区スポーツ推

進委員会,荒川区認知症の人を支える家族の会,荒川区民生委員・児童委員協議会,荒川区リ

サイクル事業協同組合,荒川区工業団体連合会,荒川区子ども・子育て会議,荒川区視力障害

者福祉協会,荒川区社会福祉協議会,荒川区手をつなぐ親の会,荒川区身障児父母の会,荒川

区精神障害者家族会(めぐみ会),荒川区青年会議所荒川区委員会,荒川区赤十字奉仕団,荒

川区男性介護者の会(オヤジの会),荒川区中小企業経営協会,荒川区聴覚障害者協会,荒川

区立中学校ＰＴＡ連合会,荒川区立小学校ＰＴＡ連合会,荒川酒類懇話会,荒川消防団,荒川

西部町会連合会,荒川東部町会連合会,荒川納税貯蓄組合連合会,社会福祉法人 荒川のぞ

みの会（作業所ボンエルフ）,社会福祉法人トラムあらかわ（支援センターアゼリア）,新

東京たばこ商業協同組合足立荒川支部,青少年育成地区委員会（荒川地区）,青少年育成地

区委員会（尾久地区）,青少年育成地区委員会（日暮里地区）,青少年育成地区委員会（町

屋地区）,青少年育成地区委員会（南千住地区）,町屋町会連合会,東京司法書士会北・荒川

支部,東京商工会議所荒川支部,東京税理士会荒川支部,東京都パラスポーツ指導者協議会,

東京都印刷工業組合江北支部,東京都行政書士会荒川支部,東京都自動車整備振興会荒川支

部,東京都社会保険労務士会足立・荒川支部,東京都宅地建物取引業協会第四ブロック,東京

都鍍金工業組合城北支部,東京土地家屋調査士会北・荒川支部,南千住西部町会連合会,南千

住東部町会連合会,日暮里町会連合会,尾久災害予防協会,尾久西部町会連合会,尾久東部町

会連合会,尾久防火管理研究会,部落解放同盟東京都連合会荒川支部,（仮称）荒川一・三丁

目地区防災まちづくり協議会,（仮称）荒川一・南千住一・五丁目地区防災まちづくり協議

会,「あらかわの心」推進運動区民委員会 幹事会,Ｊ・荒川マイスター倶楽部,ＮＰＯ法人 

荒川区高年者クラブ連合会 

 

 





[庁議説明資料・令和７年１２月１２日] 

件 名 
「東京における都市計画道路の整備方針（第五次事業化計画）」（案）及び区内の都

市計画道路事業の進捗状況について 

ポイント 

「東京における都市計画道路の整備方針（第五次事業化計画）」（案）がまとまっ

たことから、その概要及び区内の都市計画道路の位置付け等について報告する。 

併せて、区内の都市計画道路事業の進捗状況について報告する。 

内 容 

 

１ 東京における都市計画道路の整備方針の概要及び検討の経緯 

・東京都、特別区及び２６市２町は、都市計画道路を計画的、効率的に整備す

るため、おおむね１０年毎に優先的に整備すべき路線を「事業化計画」とし

て定め、事業の推進に努めてきた。 

・現行の「東京における都市計画道路の整備方針（第四次事業化計画）」は令

和７年度が終期となっており、より効率的な道路整備を推進していくため、

令和６年度から次期計画の策定に向け、議論を進めてきた。 

令和６年１０月 検討会議開始 

令和７年 ７月 第五次事業化計画中間まとめ公表 

１０月 中間まとめへのパブコメ結果公表 

１２月 第五次事業化計画（案）提示 

 （参考）現行の第四次事業化計画における荒川区内の優先整備路線（別紙参照） 

   【都施行路線】環状4号線（西日暮里五丁目交差点付近～宮地交差点付近） 

          補助92号線（道灌山通り～北区境） 

【区施行路線】補助182号線（道灌山通り～あやめ通り） 

       補助189号線（日光街道～メトロ検車区前） 

       補助193号線（熊野前～尾竹橋通り）【事業着手済み】 

 

２ 第五次事業化計画（案）について 

（１）計画期間 

事業が長期化している傾向を踏まえ、これまでの事業化計画では１０年間で

あった計画期間を１５年間に延長する。（令和８年度から令和２２年度まで） 

なお、計画期間内の中間年次において必要な検証を行う。 

 

（２）都市計画道路の必要性の検証 

 未着手の都市計画道路を対象として、以下の１０の検証項目を設定し、必要

性を検証した。都全域に関わる５項目については東京都が、地域に関わる５項

目については各区市町が検証を行い、いずれかの項目に該当する路線は、必要

性が高いと評価し、いずれの項目にも該当しない路線は、「廃止候補路線（区

間）」として位置付けた。 

都全域に関わる項目 地域に関わる項目 

１ 骨格幹線道路網の形成 ６ 持続可能な地域公共交通等の実現 

２ 交通処理機能の確保 ７ つながり・まとまる緑豊かな空間の創出 

３ 物流ネットワークの形成 ８ あらゆる災害に対する地域の防災力向上 

４ 広域的な災害対応機能の強化 ９ 命を守る道路ネットワークの形成 

５ 延焼遮断機能の向上 10 地域の魅力的な拠点の形成 

〇区内には、廃止候補路線に位置付けられた路線はない。 

 



 

（３）優先整備路線の選定 

  以下の６つの選定項目を設定し、都施行路線は東京都が、その他は区市町が

評価し、第五次事業化計画期間で優先的に整備すべき路線として選定した。 

選定項目 評価対象路線 

１ 骨格幹線道路網の形成 都施行路線のみ 

２ 首都東京の強靭化 全路線共通 

３ スムーズな道路網の形成 全路線共通 

４ 誰もが安全に暮らせるまちづくり 全路線共通 

５ 国際競争力の強化 全路線共通 

６ 持続可能な地域のまちづくりへの貢献 区市町施行路線のみ 

 

〇荒川区内の優先整備路線（区間） 

【都施行路線】環状4号線（西日暮里五丁目交差点付近～宮地交差点付近） 

【区施行路線】補助182号線（道灌山通り～あやめ通り） 

補助189号線（日光街道～メトロ検車区前） 

〇荒川区内の優先整備路線から除外された路線（区間） 

【都施行路線】補助92号線（道灌山通り～北区境） 

【区施行路線】補助193号線（熊野前～尾竹橋通り）【事業着手済み】 

 

（４）道路空間の再編 

 「道路空間の再編」とは、道路ネットワークの形成が進んでいる地域におい

て、回遊性や滞在の快適性などの多様化するニーズなどに応じて、道路の幅員

構成を見直すことで、地域にゆとりやにぎわい等の新たな付加価値を生み出す

取組であり、第五次事業化計画から新たに追加された考え方となる。 

 道路空間の再編を先導するモデルケースとなるような道路を以下２つの視

点により「リーディング路線」として選定した。 

視点１国際都市東京の魅力向上 …ビジネス拠点、観光地、ターミナス駅等

における完成済の都市計画道路が対象 

視点２地域のまちづくりへの貢献…主要な駅周辺や身近な中心地に位置す

る道路が対象（都市計画道路以外の道路

も対象） 

〇荒川区内のリーディング路線  

「ルートにっぽり」荒川区道荒267号線（西日暮里駅前～日暮里駅前）…視点２ 

 「ルートにっぽり」は、西日暮里駅周辺地域まちづくり構想において、日暮

里駅と西日暮里駅の２つの核を結ぶ回遊性の向上を図るエリアとして位置づ

けられており、今後、交通量調査等の基礎調査を実施するとともに、地元の意

見を聞きながら、道路空間再編の具体的な方針を検討し、第五次事業化計画の

計画期間内の工事着手を目指す予定である。 

 

 

 

 

 

 

内 容 

（続き） 



 

３ 荒川区内の都市計画道路事業の進捗状況 

 路線名 区間 延長 事業の進捗状況 

都

施

行 

補助 90 号

線 

荒川遊園～梶原 900ｍ 用地取得中（取得率81％）※ 

町屋～明治通り 1120ｍ 用地取得中（取得率70％）※ 

環状 4 号

線 

補助 90 号線～常

磐線ガード手前 

380ｍ 用地取得中（取得率54％）※ 

区

施

行 

補 助 193

号線 

補助 306 号線～

尾竹橋通り 

768ｍ 用地取得中（取得率62％） 

熊野前～補助306

号線 

593.5ｍ 用地取得中（取得率 0％） 

（令和6年事業認可） 

補 助 321

号線 

JR 貨物～明治通

り 

430ｍ 用地取得中（取得率21％） 

東京ガス用地建物調査実施中 

補 助 331

号線 

コツ通り～ドナ

ウ通り 

230ｍ 整備工事中（進捗率40％） 

※都施行路線：令和5年度末時点  

 

４ 補助331号線の整備工事の遅延について 

  ・現在、東側工区においてＪＲ線の高架橋と地下のつくばエクスプレスの間に

大型車両が通行できる空間を整備する、難易度の高い工事を実施している。 

・この工事については、令和６年６月に入札不調となり、参加業者にヒアリン

グし、技術者の確保が困難であること、人件費や材料費が高騰し、区が示し

た予定価格に対応できないことが主な原因であると確認した。 

・これを踏まえ、さらに対象を拡大して事業者のヒアリングを行い、唯一技術

者の配置が可能と回答があった現在の受注者と、当初の予定から１年弱遅れ

た令和７年３月、特命随意契約により契約に至った。その後、当初予定であ

った令和８年３月の工事完了を目指し調整を図ったが、工期が1年程度遅れ

る見込みとなった。 

今 後 の 

予 定 

【東京における都市計画道路の整備方針】 

令和７年度 １２月１６日から 区議事前説明（予定） 

１２月１９日   案の公表 

パブリックコメント開始（１月３０日まで） 

令和８年度  １月 １日   広報東京都、区報掲載 

１月 ５日から 整備方針（案）パネル展示実施（１月１６日まで） 

       ３月      整備方針公表 

議会等報告 開示予定日 区報 ＨＰ 記者会見 

建設環境委員会 

（1月15日） 
12月19日 1月1日 12月19日 － 

＜主管部課＞ 防災都市づくり部都市計画課・基盤整備課 

内 容 

（続き） 





荒 川 区 都 市 計 画 道 路 整 備 状 況 図 整  備  済 

未整備 優先整備 

凡  例 （第四次の位置づけ） 

北  区 

文 京 区 

台 東 区 

墨 田 区 

事  業  中 

未整備 時期未定 

廃 止 路 線 

 
 

荒区街10 

足 立 区 

荒区街13 補助 182 号(環 4～補 100) 

補助 189 号(放 12～補 321) 

第五次優先 

第五次優先 

第五次優先 

環状 4 号(環 5 の 2～放 11) 

補助 193 号(放 11～補 306) 補助 193 号(補 306～補 100) 

第四次優先（令和 6 年事業認可） 第四次優先（平成 30 年事業認可） 

補助 92 号(環 4～山手線付近) 

第四次優先 

別紙 

都施行 

都施行 

区施行 

区施行 

区施行 区施行 





  第五次事業化計画案（抜粋） （建設環境委員会報告時には都が作成予定の概要版を配付） 

１ ２ 

３ ４ 



  

荒川区内なし 

５ ６ 

７ ８ 



 ９ １０ 

１１ 





[庁議説明資料・令和７年１２月１２日] 

件 名 震災時の被災動物の避難に係る体制整備について 

ポイント 
震災時の被災動物の避難に係る体制を整備し公表するとともに動物関連事

業所と協定を締結する。 

内 容 

１ 目的 

・震災時において被災したペットを避難させることができる体制を整備し、

被災者及びペットの安全確保を図る。 

 

２ 経緯 

・昨年度改訂の地域防災計画において、ペットの避難については自助を基本

とし、生活圏域に合わせて、少なくとも各地区で１か所ペットの避難施設

が確保できるよう、地域の理解を深めながら、段階を踏んで調整を進める

こととしている。 

・能登半島地震の際にペットの避難場所として有効であったトレーラーハウ

スについては、発災時に優先貸出が受けられるよう、令和６年３月に事業

者と協定を締結した。 

・荒川区獣医師会との連携のもと、災害時の動物の避難施設として、荒川自

然公園に動物救護センターを設置することとしている。 

 

３ 課題 

・震災時に自宅のほかにペットの避難先が見つからない飼い主が危険な自宅

にとどまる等による二次災害を予防し、飼い主とペットの安全を確保する

ため、区内のペットを避難させることのできる体制を整備する必要がある。 

・ペット避難の受入れが可能な一次避難所の確保を進めるとともに、ペット

が一か所に集中することがないよう、受入先を増やしていく必要がある。 

 

４ 事業概要 

（１）ペット避難の受入れが可能な一次避難所の公表について 

各避難所運営委員会でペット避難の受入れについて了承を得られた一次

避難所（７か所）を公表する。 

地区 一次避難所 

南千住 第三瑞光小学校、第六瑞光小学校 

荒川 第二峡田小学校、第三峡田小学校 

尾久 第七中学校 

日暮里 第一日暮里小学校、諏訪台中学校 

・現時点でペット避難の受入れが可能な一次避難所がない町屋地区は、

下記（２）の協定事業所のほか、近隣の一次避難所等への避難を促す。 

・今後、了承を得られた一次避難所から順次公表する。 

 

（２）一時収容施設の利用に関する協定締結について 

ペット避難の一時収容について区内の動物関連事業所（７か所８施設）

と協定を締結する。 

・対象動物：「動物愛護及び管理に関する法律」に定める「愛護動物」かつ

震災時において現に被災者が自ら飼養する動物（被災動物）で、

動物関連事業所の施設で一時収容が可能である動物。 



・受入方法：動物関連事業所は、被災動物の避難の受入体制が整い次第、区

に協力する。 

なお、収容した対象動物の世話は原則として飼い主が行う。 

・受入期間：発災時から別に対象動物の避難場所が確保されるまで 

・費用負担：１頭１日当たり単価に基づき、受入可能頭数、開設日数等に応

じて、一部を除き区が費用を負担する。 

・受入施設 

施設名称 住所 事業内容 

Ｄｏｇ’ｓ Ｓｔａｙ  

Ｐｉｎｏｃｃｈｉｏ． 

南千住三丁目３７番３号 ホテル 

Ｄｏｇ Ｓａｌｏｎ  

ＯＲＵＮＡ 

町屋一丁目２１番１３号 トリミング 

Ｄｏｇｇｙ Ｈｅａｒｔ 町屋一丁目１９番６号 しつけ 

犬の美容室 ＥＬＬＥ 東尾久五丁目１４番１３号 トリミング 

ドッグラン&カフェバー 

ノンノバドール 

東尾久五丁目２８番１号 

吉澤ハイツ１階 

ドッグラン、 

カフェ 

犬の幼稚園＆ホテル  

ワンｐｅａｃｅ 

東尾久五丁目２８番１号 

吉澤ハイツ２・３階 

しつけ、ホテル 

ユアペティア東日暮里店 東日暮里五丁目８番１３号 ペットショップ、

ホテル 

トリミングサロン 

ＷＡＮＢＯ 

西日暮里六丁目４７番７号 トリミング、 

ホテル 

 

５ 今後の方針 

・災害時の日頃からの備えについて、飼い主に更なる普及啓発を行っていく。 

・避難所運営委員会や避難所開設運営訓練においてペット避難の受入訓練を

引き続き実施するとともに意識を高める。 

・被災動物用備蓄（糞尿対策用品及び動物避難場所の開設運営のための手順

書※）を一次避難所のミニ備蓄倉庫に保管する。 

 ※飼い主同士が協力し、手順書に従って一次避難所でのペット受入れを進

めていく仕組み 

・トレーラーハウスの設置場所について検討を進める。 

・一次避難所等への巡回診療や、ケガや病気のペットの受入れについて、荒

川区獣医師会と調整を進める。 

今 後 の 

予 定 

令和７年１２月２２日  定例記者会見 

令和８年 １月     協定締結、ホームページ掲載予定 

議会等報告 開示予定日 区報 ＨＰ 記者会見 

個別説明 １２月２２日 ― 協定締結後 １２月２２日 

＜主管部課＞ 健康部生活衛生課 



震災時におけるペットの受入施設等マップ（イメージ）

一時収容施設

第三瑞光小

第一日暮里小

諏訪台中

第三峡田小

第二峡田小

第六瑞光小

①

②③

④

⑤⑥

⑦

⑧

動物受入一次避難所

南千住地区

荒川地区

町屋地区

尾久地区

日暮里地区

荒川自然公園

第七中

名称

① 第三瑞光小学校

② 第六瑞光小学校

③ 第二峡田小学校

④ 第三峡田小学校

⑤ 第七中学校

⑥ 第一日暮里小学校

⑦ 諏訪台中学校

名称

① Ｄｏｇ’ｓ　Ｓｔａｙ　Ｐｉｎｏｃｃｈｉｏ．

② Ｄｏｇ　Ｓａｌｏｎ　ＯＲＵＮＡ

③ Ｄｏｇｇｙ　Ｈｅａｒｔ

④ 犬の美容室　ＥＬＬＥ

⑤ ドッグラン＆カフェバー　ノンノバドール

⑥ 犬の幼稚園＆ホテル　ワンｐｅａｃｅ

⑦ ユアペティア東日暮里店

⑧ トリミングサロン　ＷＡＮＢＯ





[庁議説明資料・令和７年１２月１２日] 

件 名 （仮称）諏訪台ふれあい館の整備について 

ポイント ふれあい館整備ニュープランに基づき、（仮称）諏訪台ふれあい館を整備する。 

内 容 

1 建設用地   ※別紙「案内図」参照 

（１）用地概要 

   諏訪台ひろば館の敷地（①）と取得用地（②）を合わせて、（仮称）諏

訪台ふれあい館建設用地とする。 

 所在地番 地積（公簿）㎡ 現況 

区有地 ① 西日暮里三丁目６番８ ３９６.６９ 
７６８.８７ 

ひろば館 

公社取

得用地 

② 〃   ６番３ ３７２.１８ 宅  地 

③ 〃  ６番９ ５７.３４ 同左 私  道 

（２）住居表示  荒川区西日暮里三丁目３番１２号 

（３）敷地面積  ７６０㎡ 程度（道路後退後） 

（４）用途地域  第二種中高層住居専用地域 

（５）建ぺい率   ６０％（角地緩和＋１０％、準防火地域耐火･準耐火建

築物緩和＋１０％） 

（６）容 積 率  ３００％（前面道路幅による制限１８３％） 

 

２ 整備方針 

（１）整備方法 

既設ふれあい館と同等の機能を確保するため、次の点を踏まえ、地下１

階、地上２～３階で建設する。 

  住居系用途地域のため、斜線制限や日影規制等の高さ制限により、地上

階で既設ふれあい館と同等の施設規模（延床面積 1,200 ㎡程度）を確保

することが困難であることから、地下を設ける。 

  地下を設けることで、多目的室の天井高（7.5m 以上）を確保する。 

（２）主な機能 

多目的室、サロンスペース、洋室、いこい室、調理･会議室、音楽室、

創作室、プレイルーム、親子ふれあいひろば、授乳室、バリアフリー

トイレ、ミニ備蓄倉庫等 

 

３ 財源 

  ふれあい館は、児童館（児童厚生施設）及び地域子育て支援拠点となる

ことから、当該施設としての床面積を按分割合として建設工事費に充当

できる次世代育成支援整備交付金等を活用し最大限の財源確保を図る。 



４ 工事中の諏訪台ひろば館移転 

  諏訪台ひろば館の解体からふれあい館開設までの工事期間（令和９～１

２年度の４年間）は、現地で施設運営ができないため、諏訪台ひろば館

は令和８年度末をもって現建物での運営を終えることとなる。 

  そのため、諏訪台ひろば館での事業参加状況や地元町会等からの意見を

踏まえ、ラングウッド地下２階の一部（以下「ラングウッド」という。）

に高齢者事業の機能のみを移転して継続する。 

  貸室事業については、これまで現地建替えでふれあい館を整備した際、

移転先で移転元ひろば館として貸室事業を行った前例がないこと、施設

管理上ホテル運営に影響が及ぶ可能性があることなどの理由から実施

しないこととし、貸室利用者には他施設の利用を丁寧に案内する。 

  ラングウッドについては、令和８年度に、ひろば館の高齢者事業を支障

なく実施するための必要な修繕（間仕切り壁設置、コンセント増設等）

を実施する。 

  また、現在の諏訪台ひろば館は、荒川区地域防災計画により、洪水及び

土砂災害の危険が迫った時に避難場所として開設することを想定して

いるため、ひろば館解体工事及びふれあい館建設工事中は、他の避難場

所（日暮里サニーホール、開成学園）を開設して対応する。 

 

５ ふれあい館開設までのスケジュール（予定） 

 令和 ８ 年度     ふれあい館基本設計（地盤調査・敷地測量含む） 

ひろば館条例（移転）改正 

 令和 ９ 年度     ふれあい館実施設計、ひろば館除却工事 

 令和１０年度        区が公社から用地取得 

ふれあい館条例（設置）、ひろば館条例（廃止）改正 

 令和１０～１２年度  ふれあい館建設工事 

  令和１２年度     指定管理者選定、指定 

 令和１３年４月    ふれあい館開設 

今 後 の 

予 定 
令和８年 １月１４日  福祉・区民生活委員会報告 

議会等報告 開示予定日 区報 ＨＰ 記者会見 

１月１４日 

福祉・区民生活委員会 
― ― ― ― 

＜主管部課＞ 区民生活部区民施設課 



案 内 図 

 

② 

 
①  

 

③ 

 

 建設用地 

別 紙 
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